
事 務 連 絡 

令和２年６月１２日 

 

 

各都道府県私立学校主管部課 

各都道府県専修学校主管課 

 

御中 

 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

高等教育局私学部私学助成課 

 

 

学校保健特別対策事業費補助金に係る事業計画書等の提出について 

 

 

令和２年６月３日付け事務連絡「学校保健特別対策事業費補助金交付要綱及び実施要領の策

定について」において御連絡しておりました標記事業について、事業募集を行います。 

ついては、所轄の私立高等学校等及び専修学校（高等課程）に周知いただくとともに、事業

の申請にあたっては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）等の法令等及び下記事項を遵守し、それぞれの事業の必要書類を各都道府県にてとりま

とめの上、提出いただきますようお願いします。 

 

 

記 

 

１．募集対象事業 

 ・感染症対策のためのマスク等購入支援事業 

 ・特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 

 ・修学旅行のキャンセル料等支援事業 

 

２．補助対象学校種 

 私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 

専修学校（高等課程） 

 

３．提出物 

・学校保健特別対策事業費補助金事業計画書（様式１、公印不要）【学校法人において作成】 

・事業実施計画書（別添）【学校法人において作成】 

 ・事業計画一覧（様式２）【都道府県において作成】 

 

なお、申請を希望する事業については、上記の様式をそれぞれ作成すること（学校単位で

作成すること（例えば、同一法人内の中学校と高等学校が同一事業に申請を希望する場合、

それぞれ中学校及び高等学校ごとに様式を作成）） 



また、学校法人において作成する様式は、都道府県において事業ごとに一つの excel ファ

イルにまとめていただきますようお願いいたします。 

 

４．提出期限 

 令和２年７月３１日（金） 

 

５．提出方法及び提出先 

 以下の宛先にメールにて御提出ください。 

 （私立高等学校等） 

高等教育局私学部私学助成課助成第四係宛て  

sigakujo@mext.go.jp 

 （専修学校（高等課程）） 

  総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第二係宛て 

syosensy@mext.go.jp 

 

６．その他 

 ・補助対象の範囲等は交付要綱及び各事業の実施要領を御確認下さい。 

 

  

 

 

 

（本件担当） 

○私立高等学校等について 

高等教育局私学部私学助成課助成第四係 

T E L：03-5253-4111（内線２５４７） 

 

                    ○専修学校について 

                    総合教育政策局生涯学習推進課 

専修学校教育振興室専修学校第二係 

T E L：03-5253-4111（内線３４６８） 


